
議案第３８号 

 

大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部改正について 

 

大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

令和８年６月１日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、教育職報酬表の報酬時間額の改定に伴い、この条例の一

部を改正するため必要があるからである。 
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大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条 

例の一部を改正する条例 

 

大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年大口町条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１ 報酬表 ３ 教育職報酬表中「２，２４０円」を「２，３５０円」に

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年７月１日から施行する。 
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大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

別表第１ 報酬表（第３条関係） 別表第１ 報酬表（第３条関係） 

１ 行政職報酬表（一） １ 行政職報酬表（一） 

略 略 

２ 行政職報酬表（二） ２ 行政職報酬表（二） 

略 略 

３ 教育職報酬表 ３ 教育職報酬表 

職務の級 号給 報酬時間額 

１級 １号給 ２，３５０円
 

職務の級 号給 報酬時間額 

１級 １号給 ２，２４０円
 

備考 略 備考 略 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

  愛知県の市町村立小中学校非常勤講師等に対する報酬支給要綱の改正により、

本町の小中学校に勤務する講師及び養護教諭の報酬時間額を見直すため、改正す

るものです。 

 

２ 改正の概要 

  愛知県非常勤講師の勤務１時間の報酬の額（２，９４０円）の８０％とします。 

  ２，９４０円×８０％＝２，３５０円（１０円未満切捨て） 

   

３ 施行期日 

  令和８年７月１日から施行します。 
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